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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルタープレス式脱水装置を用いた脱水の初期に、低圧ポンプにより原液を圧送し、
この後に往復動型シリンダーを有する高圧ポンプから前記フィルタープレス式脱水装置に
原液を圧送し、原液を脱水してケーキを製造するフィルタープレス式脱水装置の高圧ポン
プの運転方法において、
原液を圧送する前記高圧ポンプのピストンの移動時間を予め設定しておき、設定された前
記高圧ポンプのピストンの移動時間よりも該高圧ポンプのピストンの移動時間が長くなっ
た時点で、前記高圧ポンプの運転を停止して脱水を完了し、
更に、前記高圧ポンプのピストンの移動時間が長くなった後、前記高圧ポンプのピストン
の移動時間が短くなった場合を異常状態と判定することを特徴とするフィルタープレス式
脱水装置の高圧ポンプの運転方法。
【請求項２】
　請求項１記載のフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法において、前記高
圧ポンプのピストンの移動時間を該ピストンの移動速度に変換し、前記高圧ポンプのピス
トンの移動時間が長くなった後、前記高圧ポンプのピストンの移動時間が短くなった場合
を異常状態と判定する代わりに、前記高圧ポンプのピストンの移動速度が遅くなった後、
前記高圧ポンプのピストンの移動速度が速くなった場合を異常状態と判定することを特徴
とするフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、浚渫及び下水汚泥、建設残土等を含むスラリー状の原液をフィルタープレスを
用いて脱水してケーキを製造するフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、河川やダム等の浚渫による土砂、生活廃液を処理した下水汚泥、建設工事で発生す
る水を含む残土等からなる原液（スラリーともいう）から水を分離して減量化する方法と
して、フィルタープレス式脱水装置が各種の産業界で幅広く利用されている。
フィルタープレス式脱水装置は、最初に低圧大容量型の渦巻きポンプで、フィルタープレ
スの濾布内の濾室に原液を圧送して濾室に急速に充填し、その後、往復動型のシリンダー
を有する高圧小容量ポンプ（以下高圧ポンプという）に切り替えて原液を圧送し、原液の
濾過時間を短縮して濾過効率の向上を図っている。
しかし、この濾過工程における高圧ポンプの停止時期は、原液から水を濾過して製造され
たケーキの水分量を大きく左右する。
特に、濾過により脱水処理されたケーキを埋め立て材や土壌改良材等に活用する場合は、
ケーキに含まれる水分量を均一にすることが望まれており、フィルタープレス式脱水装置
の高圧ポンプの停止時期を適正に制御することが重要となる。
従って、脱水処理されたケーキの水分含有量を均一にするため、高圧ポンプの停止時期（
脱水処理の終了時期）を調整する方法として、ある設定した濾過圧力に達した後、低圧の
渦巻きポンプによる原液の充填の開始から高圧ポンプの停止までの時間を一定時間として
設定した設定時間を基準に、例えば作業員等が濾過（脱水）を終了するか、あるいは設定
時間をタイマーで設定することで自動化し、濾過時間に到達してから脱水を終了すること
が行われている。
しかし、この運転方法では、図５に示すように、脱水する原液として、例えば、性状が変
化して脱水がし易くなった原液Ａの場合では、高圧ポンプを停止する脱水時間の設定値（
脱水終了時間）より以前に、ケーキの累計濾水量が目標値に到達する。
更に、原液の性状が変化して濾過がし難くなった原液Ｃの場合では、脱水時間の設定値時
点において、初期スラリーで性状の変化のない標準的な原液の特性を有する原液Ｂよりも
累計濾水量が低くなるため、ケーキの水分含有量が高くなる傾向を示す。
即ち、性状が時間の経過と共に変化する原液を用いた場合、一定の設定時間による運転で
は、累計濾水量の変動を生じ、脱水処理されたケーキの水分含有量を均一にすることが困
難である。
この対策として、特許第２９３６４１１号公報に記載されている方法がある。即ち、フィ
ルタープレス式脱水装置に供給される原液の質量流量及び密度をリアルタイムで検出し、
この検出値に基づいて、乾土分を演算により求め、その演算値である積算乾土分と予め設
定した土粒子真比重とに基づいてケーキの含水比を計算し、このケーキの含水比をケーキ
の目標含水比と比較する。そして、脱水後のケーキの含水比が目標含水比を下回る場合は
、フィルタープレスの運転を継続し、脱水後のケーキの含水比が目標含水比を上回る場合
は、フィルタープレスの運転を停止することにより、脱水のケーキの含水比をコントロー
ルし、ケーキの含水量を正確に把握して脱水効率の向上を図る方法である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許第２９３６４１１号公報に記載された方法では以下のような問題があ
った。
汚泥、残土等は、その種類が多く、しかも、その性状が時間の経過と共に変化する原液の
脱水に適用する場合、リアルタイムで脱水条件を設定するのに手間を要し、設定そのもの
も困難である。
例えば、浚渫汚泥の場合では、浚渫する場所によって、その性状である粘度や固体の含有
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粒子径、介在物の有無等に大きな差を生じ、極端な場合では、一日の内でも、朝、昼、夕
方等で不規則的にその性状が大きく異なる。
性状が大きく変化する原液を脱水するには、原液の質量流量及び密度等のリアルタイムの
測定に種々の計器類を必要とし、しかも、積算乾土分と予め設定した土粒子真比重とに基
づいてケーキの含水比等を求めるのに時間と手間を要する。更に、フィルタープレス式脱
水装置の運転を行う際、その操業に経験を必要とし、実用技術として汎用的でない等の問
題がある。
【０００４】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、フィルタープレス式脱水装置の測定機器等
の装備を簡素化して、その運転を容易にすると共に、性状が時系列で変化し易い浚渫汚泥
、下水汚泥、建設工事で発生する水を含む残土等を脱水した後のケーキの含水量を均一に
することができ、フィルタープレスの異常状態を容易に判別することができるフィルター
プレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記目的に沿う本発明に係るフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法は、フ
ィルタープレス式脱水装置を用いた脱水の初期に、低圧ポンプにより原液を圧送し、この
後に往復動型シリンダーを有する高圧ポンプから前記フィルタープレス式脱水装置に原液
を圧送し、原液を脱水してケーキを製造するフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの
運転方法において、
原液を圧送する前記高圧ポンプのピストンの移動時間を予め設定しておき、設定された前
記高圧ポンプのピストンの移動時間よりも該高圧ポンプのピストンの移動時間が長くなっ
た時点で、前記高圧ポンプの運転を停止して脱水を完了し、更に、前記高圧ポンプのピス
トンの移動時間が長くなった後、前記高圧ポンプのピストンの移動時間が短くなった場合
を異常状態と判定する。
この方法により、原液を供給する高圧ポンプのピストンの移動時間により、脱水ケーキの
水分を決定するので、原液の粘度、あるいは固体の含有粒子径が時系列で変化しても、ケ
ーキの水分を均一にすることができ、埋め立て材や土壌改良材等に活用することができる
。
【０００６】
ここで、本発明に係るフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法において、前
記高圧ポンプのピストンの移動時間を該ピストンの移動速度に変換し、前記高圧ポンプの
ピストンの移動時間が長くなった後、前記高圧ポンプのピストンの移動時間が短くなった
場合を異常状態と判定する代わりに、前記高圧ポンプのピストンの移動速度が遅くなった
後、前記高圧ポンプのピストンの移動速度が速くなった場合を異常状態と判定することも
できる。
これにより、フィルタープレス式脱水装置の測定機器等の装備を簡素化して、経過時間に
よって性状が変化し易い浚渫残土、下水汚泥、建設工事で発生する水を含む残土等の脱水
したケーキの含水量を均一にすることができ、その運転を容易にすることができる。
【０００８】
そして、フィルタープレス式脱水装置の濾布の破損や濾過室のシール不良等に起因した異
常を検知することができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本発
明の理解に供する。
図１は本発明の一実施の形態に係るフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法
に適用されるフィルタープレス式脱水装置の全体図、図２は同高圧ポンプの概念図、図３
は脱水時間と累計濾水量の関係を表すグラフ、図４は脱水時間とピストンの移動時間（移
動速度）の関係を表すグラフである。
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図１及び図２に示すように、本発明の一実施の形態に係るフィルタープレス式脱水装置の
高圧ポンプの運転方法に用いられるフィルタープレス式脱水装置１０は、原液（スラリー
ともいう）をフィルタープレス１１に圧送（送給）する高圧ポンプ１２と、この高圧ポン
プ１２に連通して高圧ポンプ１２を往復作動する油圧ユニット１３と、高圧ポンプ１２に
原液を供給する吸い込みポンプ１４と、原液を供給する図示しない渦流式の低圧ポンプを
有している。
更に、フィルタープレス１１は、濾布を内張りした隣り合わせの濾過板によって形成され
る複数の濾過室１５を有し、原液を濾過した濾過水を排水する図示しない濾過受け樋がフ
ィルタープレス１１の下方に配置されている。
【００１０】
また、高圧ポンプ１２は、往復動作を繰り返し、その往復端位置を検知する装置の一例で
あるリミットスイッチ２１ｂ、２１ｃを備えたピストン２１ａを内蔵した油圧シリンダー
２１と、この油圧シリンダー２１に連通した泥水ポンプ２２及び２３を設けている。
泥水ポンプ２２には、ゴム膜２２ａで区画された油圧室２４、ゴム膜２２ａとゴム膜２２
ｂで区画され、水と不凍液をいれた中間室２５と、ゴム膜２２ｂで区画され原液を吐出弁
２７及び吸入弁２８の切り替えによって、吸入、あるいは吐出する原液の吸吐出室２６を
設けており、同様に、泥水ポンプ２３にも、ゴム膜２３ａで区画された油圧室２９、ゴム
膜２３ａとゴム膜２３ｂで区画された水と不凍液をいれた中間室３０と、ゴム膜２３ｂで
区画され吐出弁３２及び吸入弁３３の切り替えによって、原液を吸入、あるいは吐出する
原液の吸吐出室３１を備えている。
なお、吐出弁２７と吐出弁３２を連結する配管３４には、フィルタープレス１１に原液を
供給する泥水吐出管３５が接続され、吸入弁２８と吸入弁３３を連結する配管３６には、
原液を吸引する泥水吸入管３７が接続されている。
【００１１】
次に、本発明の一実施の形態に係るフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法
についてフィルタープレス式脱水装置１０を用いて説明する。
浚渫を行った際の汚泥を一次沈殿させ、発生した原液を渦流式の低圧ポンプを作動してフ
ィルタープレス１１の濾過室１５に送給した。
その後、油圧ユニット１３を運転して高圧ポンプ１２の油圧シリンダー２１のピストン２
１ａを図２の矢印で示す方向に押し込む。
このピストン２１ａの押し込みによって、図２に示すように、泥水ポンプ２２の油圧室２
４に、油圧が加えられる。この油圧力が中間室２５に伝達されて中間室２５を形成するゴ
ム膜２２ｂが吸吐出室２６に押し出されて膨らみ、吸吐出室２６に吸引されていた原液が
、吐出弁２７と配管３４を介して押し出され、泥水吐出管３５を経由してフィルタープレ
ス１１の濾過室１５に圧送（送給）される。
一方、油圧シリンダー２１のピストン２１ａが図の矢印方向に作動した場合、泥水ポンプ
２３は、吸引側になり、泥水ポンプ２３に設けた油圧室２９の油圧が抜かれ、ゴム膜２３
ａが油圧室２９側にへこむ。そして、中間室３０を形成するゴム膜２３ｂもへこんで、吸
吐出室３１に吸引力が発生する。
そして、吸吐出室３１に発生する吸引力によって、原液は、泥水吸入管３７から配管３６
を経由し、吸入弁３３を介して吸吐出室３１に吸引される。
【００１２】
この油圧シリンダー２１のピストン２１ａの動作は、往復動作であり、前記した矢印の方
向と逆の方向の作動を交互に繰り返すため、泥水ポンプ２２と泥水ポンプ２３が、原液を
交互に高圧で、しかも、連続してフィルタープレス１１の濾過室１５に送給することがで
きる。
そして、濾過室１５に送給された原液は、濾過板に内張りした濾布により、水分のみが濾
過され、固形分と残留水とからなるケーキが生成する。
濾過された水は、濾水受け樋から系外に排出される。
【００１３】
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この高圧ポンプ１２で、フィルタープレス１１の濾過室１５に送給されて、脱水される原
液は、例えば、浚渫の表層部、あるいは中層、下層等によって、原液の粘度が異なったり
、固体の含有粒子径、不純物である介在物の量や種類等が変化する。
図３に示すように、原液の脱水時間の経過に伴う累計濾水量を見ると、例えば、原液が、
通常の脱水性を有する原液（性状の変化のない初期スラリー）Ｂの場合では、脱水時間の
経過と共に、累計濾水量が増加するが、一定時間を過ぎると、累計濾水量の増加の傾向が
変化（増加の割合が減少）し、その傾き（α0 ）が急激に小さくなる。
しかし、砂泥等の性状が変化して脱水が極めて容易な原液（性状の変化後のスラリー）Ａ
の場合では、脱水時間の経過と共に、累計濾水量は急激に増加するため、累計濾水量の減
少変化（増加の割合が減少）が、原液Ｂより早い時期に起こる。このとき、その傾き（α

2 ）は小さくなる。
一方、性状が変化し、粘度や固形の含有粒子径が小さくなった脱水のし難い原液（性状変
化後のスラリー）Ｃの場合では、脱水時間の経過と共に、累計濾水量は緩やかに増加する
ため、累計濾水量の減少変化（増加の割合が減少）が、原液Ｂより遅い時期に起こる。こ
のとき、その傾き（α1 ）は小さくなる。
従って、この累計濾水量の減少量が変化（増加の割合が減少）する点（傾き）を一定の値
にすること、即ち濾水量の変化量を一定にして脱水を終了することが、原液を脱水する際
、ケーキの濾過抵抗を一定にして脱水を終了することとなるため、ケーキ中の固体密度を
一定にすることができる。
このため、上記したそれぞれの傾き（α0 ）、傾き（α1 ）、傾き（α2 ）が同じとなる
偏曲点を、一般に用いられている算出式により求めることで、ケーキ中の固体密度を一定
にすることもできるが、原液の種類、その性状の変化が多い場合、条件の設定や運転に時
間を要する。
【００１４】
そこで、ケーキの濾過抵抗は、高圧で原液をフィルタープレス１１の濾過室１５に送給す
る泥水ポンプ２２、２３の抵抗となり、しかも、原液を送給する油圧シリンダー２１のピ
ストン２１ａの往復する動作の移動時間、又は往復する動作の移動速度に反映されること
を利用する。
図４に示すように、油圧シリンダー２１のピストン２１ａの往復動作の移動時間、又は移
動速度は、原液をフィルタープレス１１の濾過室１５に送給する際、原液の送給の初期か
ら中期では、移動時間が短く、あるいは移動速度が速くなるが、前記傾きが小さくなる末
期では、ピストン２１ａの移動時間が急激に長く、あるいは、移動速度が急激に遅くなる
。
即ち、砂泥等の脱水の容易な原液Ａの場合、原液が性状変化しない通常の脱水性を有する
原液Ｂの場合、性状の変化した粘度や固形の含有粒子径が小さく脱水のし難い原液Ｃの場
合について、それぞれに油圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動時間を一定の設定値
にして脱水を行い、ピストン２１ａの移動時間が設定値より長くなった時点で、脱水の終
了を判定すること、又はそれぞれに油圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動速度を一
定の設定値にして脱水を行い、ピストン２１ａの移動速度が設定値より遅くなった時点で
、脱水の終了を判定することで、脱水によって生成したケーキの含水量を、それぞれ均一
な値にすることができる。このピストン２１ａの往復動作、あるいは片側の押し出し動作
の時間は、リミットスイッチ２１ｂ、２１ｃに当接した所要時間を計測して求めることが
できる。
更に、油圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動時間毎に、予め前記したケーキの脱水
率のデータを求めておき、この値を基に、原液の種類を選定して脱水率を決定し、フィル
タープレス１１を運転することもできる。
【００１５】
また、本実施の形態に係るフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法では、油
圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動時間（移動速度）を管理するので、濾布の破損
や濾過室１５のシール不良等が発生した際、油圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動
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時間が急激に短くなったり、移動速度が速くなるため、この変化から前記した濾布の破損
や濾過室１５のシール不良等の異常を早期に検出することができる。即ち、高圧ポンプ１
２が備えた油圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動時間が長くなった後、油圧シリン
ダー２１のピストン２１ａの移動時間が短くなった場合を異常状態として判定し、また高
圧ポンプ１２が備えた油圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動時間をピストン２１ａ
の移動速度に変換した場合、高圧ポンプ１２が備えた油圧シリンダー２１のピストン２１
ａの移動速度が遅くなった後、油圧シリンダー２１のピストン２１ａの移動速度が速くな
った場合を異常状態として判定する。
そして、異常が検知された際、フィルタープレス１１への原液の供給が非常停止され機器
の破損及び作業場の保全を行うことができる。
このようにして脱水されて生成したケーキは、トラック等により搬送されて、埋め立て材
や土壌改良材として利用される。
【００１６】
【実施例】
次に、フィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法の実施例について説明する。
浚渫した固形分を３０重量％を含む原液について、砂泥等の脱水の容易な原液Ａと、原液
が通常の脱水性を有する原液Ｂと、性状の変化した粘度や固形の含有粒子径が小さく脱水
のし難い原液Ｃのそれぞれを用い、この原液を、渦流式の低圧ポンプを作動してフィルタ
ープレスの濾過室に送給した後、油圧ユニットを介して作動長さ（移動距離）４００ｍｍ
のピストンを有する油圧シリンダーを作動して高圧ポンプを運転し、更に、フィルタープ
レスの濾過室に原液を圧送し、油圧シリンダーのピストンの移動時間の設定を３０秒にし
た。
その結果、この高圧ポンプによって濾過室に原液を供給する際、脱水経過時間の初期から
中期におけるピストンの移動時間（押し出しストローク）は３秒間であったが、脱水の末
期では、油圧シリンダーのピストンの移動時間が３０秒となり、油圧シリンダーの移動時
間が設定値に到達したので、この時点で脱水を終了した。
そして、原液Ａから生成したケーキ、原液Ｂから生成したケーキ、原液Ｃから生成したケ
ーキをそれぞれ取り出して、各ケーキの水分含有量を測定した結果、原液Ａのケーキ、原
液Ｂのケーキ、原液Ｃのケーキのいずれも水分含有量が２０重量％となり、均一にするこ
とができた。
【００１７】
また、高圧ポンプによって濾過室に原液を送給し、高圧ポンプの運転をピストンの移動速
度を１３３．３ｍｍ／秒（４００ｍｍ／３秒）で行ったが、末期で、高圧ポンプの油圧シ
リンダーのピストンの移動速度が、一旦１６ｍｍ／秒（４００ｍｍ／２５秒）に低下した
後、再び１６ｍｍ／秒を超えたため、異常と判断して運転を停止し、点検を行った結果、
濾過室の濾布の破損を確認することができた。
【００１８】
以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明は、上記した形態に限定されるものでな
く、要旨を逸脱しない条件の変更等は全て本発明の適用範囲である。
例えば、油圧シリンダーのピストンの位置検出は、リミットスイッチの他に、光センサー
、磁気センサー等の一般に用いられているものを採用でき、検出された位置から移動時間
や移動速度を算出する演算装置についてもコンピュータ等を用いることができる。
更に、累計濾水量の増加の傾向（増加の割合）が変化するのを利用して、その傾きが急激
に小さく変化する偏曲点をコンピュータに入力しておき、蓄積されたデータから、この蓄
積されたデータに対応する原液を選定して脱水の処理時間を設定することもできる。
【００１９】
【発明の効果】
請求項１、２記載のフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法においては、フ
ィルタープレス式脱水装置を用いた脱水の初期に、低圧ポンプにより原液を圧送し、この
後に往復動型シリンダーを有する高圧ポンプからフィルタープレス式脱水装置に原液を圧
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送し、原液を脱水してケーキを製造するフィルタープレス式脱水装置の運転方法において
、原液を圧送する高圧ポンプのピストンの移動時間を予め設定しておき、設定された高圧
ポンプのピストンの移動時間よりも高圧ポンプのピストンの移動時間が長くなった時点で
、高圧ポンプの運転を停止して脱水を完了するので、フィルタープレス式脱水装置の測定
機器等の装備を簡素化して、その運転を容易にすると共に、性状が時系列で変化し易い浚
渫残土、下水汚泥、建設工事で発生する水を含む残土等の脱水した後のケーキの含水量を
均一にすることができる。
【００２１】
そして、高圧ポンプのピストンの移動時間が長くなった後、高圧ポンプのピストンの移動
時間が短くなった場合を異常状態と判定するので、濾布の破損や濾過室のシール不良等の
異常を検出でき、脱水装置の運転を安定して行うことができる。更に、作業場の安全及び
環境の保全を行うことができる。
【００２２】
請求項２記載のフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方法においては、高圧ポ
ンプのピストンの移動速度が遅くなった後、高圧ポンプのピストンの移動速度が速くなっ
た場合を異常状態と判定するので、濾布の破損や濾過室のシール不良等の異常を正確に検
出でき、脱水装置の運転をより安定して行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係るフィルタープレス式脱水装置の高圧ポンプの運転方
法に適用されるフィルタープレス式脱水装置の全体図である。
【図２】同高圧ポンプの概念図である。
【図３】脱水時間と累計濾水量の関係を表すグラフである。
【図４】脱水時間とピストンの移動時間の関係を表すグラフである。
【図５】従来の原液の脱水方法における脱水時間と累計濾水量の関係を表すグラフである
。
【符号の説明】
１０：フィルタープレス式脱水装置、１１：フイルタープレス、１２：高圧ポンプ、１３
：油圧ユニット、１４：吸い込みポンプ、１５：濾過室、２１：油圧シリンダー、２１ａ
：ピストン、２１ｂ：リミットスイッチ、２１ｃ：リミットスイッチ、２２：泥水ポンプ
、２２ａ：ゴム膜、２２ｂ：ゴム膜、２３：泥水ポンプ、２３ａ：ゴム膜、２３ｂ：ゴム
膜、２４：油圧室、２５：中間室、２６：吸吐出室、２７：吐出弁、２８：吸入弁、２９
：油圧室、３０：中間室、３１：吸吐出室、３２：吐出弁、３３：吸入弁、３４：配管、
３５：泥水吐出管、３６：配管、３７：泥水吸入管
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